
　令和2年4月1日現在

要支援１ 要支援２  要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

1314 1635 1758 1962 2172 2376 2577

（Ⅰ）

（Ⅱ）

1956 2277 2481 2685 2895 3099 3,300

居住費（多）

居住費（個）

多床室 4,203 4,524 4,728 4,932 5,142 5,346 5,547

個　室 4,519 4,840 5,044 5,248 5,458 5,662 5,863

居住費（多）

居住費（個）

食　費

多床室 2,976 3,297 3,501 3,705 3,915 4,119 4,320

個　室 3,426 3,747 3,951 4,155 4,365 4,569 4,770

居住費（多）

居住費（個）

食　費

多床室 2,716 3,037 3,241 3,445 3,655 3,859 4,060

個　室 2,766 3,087 3,291 3,495 3,705 3,909 4,110

居住費（多）

居住費（個）

食　費

多床室 2256 2577 2,781 2,985 3,195 3,399 3,600

個　室 2,576 2,897 3,101 3,305 3,515 3,719 3,920

◎各段階の説明

機能訓練配置加算 36

　　短期入所生活介護（ショートステイ）利用料金表  （一日当たり単位:3割負担）

区　　　　分

併設短期入所生活介護費

看護体制加算
12

24

夜勤職員配置加算（Ⅲ） 45

サービス提供体制強化加算Ⅰｰイ 54

送迎加算（片道） 552

計

第４段階

855

1,171

食　費
1,392

（朝-336円、昼-550円、夕-506円）

第１段階

0

320

300

合　計

第３段階

370

820

650

合　計

第２段階

370

420

390

合　計

合　計

1単位=10.33円

緊急短期入所受入加算 270 1/日
居宅サービス計画に位置付けられていない短期入所生
活介護を緊急に行った場合。（７日を限度とする）

個別機能訓練加算 168 1/日
個別機能訓練計画を作成し、利用者の心身に応じた機
能訓練を適切に提供し、３カ月に１回居宅を訪問。

医療連携強化加算 174 1/日
医療的処置を必要とし、緊急やむを得ない場合の対応
に係る取り決めを行っている。

若年性認知症利用者受入加算 360 1/日
若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を決め、特性
やニーズに応じたサービス提供を行った場合。

　療養食加算 24 1／回
医師の指示せんに基づく療養食を提供した場合１日に
つき３回を限度とします。

④第1段階とは、生活保護受給者及び世帯全員が市町村民税非課税者で老齢福祉年金受給者の方

長期利用者に対して短期入所
生活介護を提供する場合

△ 90 1/日
連続して３０日以上を超えて同一の短期入所生活介護
を利用している場合。

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）  ＊上記料金に介護保険が定める加算率8.3％を乗じた料金を頂きます。

介護職員特定処遇改善加算
（Ⅰ）

 ＊上記料金に介護保険が定める加算率2.7％を乗じた料金を頂きます。

①第4段階とは、下記以外の方
②第3段階とは、世帯全員が市町村民税非課税者で第2段階以外の方
③第2段階とは、世帯全員が市町村民税非課税者で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円


